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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、信号線、走査線が格子状に配設され、単位格子毎にスイッチング素子と画素
電極が形成されたアクティブマトリクスと、
　上記アクティブマトリクス基板の上面に形成された半導体膜と、
　上記半導体膜の上面に形成されたバイアス電極とを備えた電磁波検出器において、
　上記信号線及び／又は走査線の上記信号線と上記走査線とが重なっていない領域に、開
口部が形成されていると共に、
　上記アクティブマトリクス基板の上記半導体膜が形成された面とは反対の面側に、上記
アクティブマトリクス基板を照射し得る光源を備えていることを特徴とする電磁波検出器
。
【請求項２】
　上記開口部は、上記信号線及び／又は上記走査線の延伸方向に沿って設けられたスリッ
トであることを特徴とする請求項１に記載の電磁波検出器。
【請求項３】
　上記信号線及び／又は上記走査線は、上記信号線と上記走査線との交差部において線幅
が細くなるように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の電磁波検出器。
【請求項４】
　上記信号線及び／又は走査線と上記画素電極との間には、層間絶縁膜が介在しているこ
とを特徴とする請求項１に記載の電磁波検出器。
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【請求項５】
　上記アクティブマトリクス基板と上記光源との間に、上記光源からの照射光を拡散光に
変換する拡散手段を備えていることを特徴とする請求項１に記載の電磁波検出器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、Ｘ線等の放射線、可視光、赤外線等の電磁波による画像を検出できる電磁波検
出器に関し、特にアクティブマトリクス基板を読み出し回路基板に用いた電磁波検出器に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電磁波検出器の一種として、例えば、Ｘ線等の電磁波を感知して電荷（電子－正孔
対）を発生する半導体膜、すなわち電磁波導電性（光導電性とも呼ぶ）を有する半導体膜
と、該半導体膜中で生成された電荷を収集する電荷収集電極とを行方向および列方向の二
次元状に配置するとともに、画素毎にスイッチング素子を設けて、各行毎にスイッチング
素子を順次オンにして各列毎に上記電荷を読み出す二次元の電磁波検出器が知られている
。
【０００３】
上記二次元の電磁波検出器は、例えば、下記の非特許文献１等にその構造や原理が解説さ
れている。上記非特許文献１に記載されている従来の電磁波検出器の構成および原理につ
いて以下に簡単に説明する。
【０００４】
図９は、電磁波検出器の検出原理を示す断面図である。電磁波検出器は、例えばａ－Ｓｅ
に代表される電磁波導電性を示す半導体膜１０１を備え、該半導体膜１０１の上層にバイ
アス電極１０２が、下層に電荷収集電極１０３が形成されている。電荷収集電極１０３は
、蓄積容量（Ｃｓ）１０４に接続されており、蓄積容量１０４はＦＥＴ（ＴＦＴ）などの
スイッチング素子１０５を介して電荷検出アンプ１０６に接続されている。
【０００５】
このような電磁波検出器にＸ線等の電磁波が入射すると、半導体膜１０１内で電荷（電子
－正孔対）が発生する。この時、バイアス電極１０２と電荷収集電極１０３との間に印加
されるバイアス電圧により、半導体膜１０１で発生した電子は＋電極側に、正孔は－電極
側に移動し、その結果、蓄積容量１０４に電荷が蓄積される仕組みになっている。蓄積容
量１０４に蓄積された電荷は、スイッチング素子１０５をオンにすることで電荷検出アン
プ１０６に取り出される。こうして、電荷検出アンプ１０６により検出された電荷量から
、半導体膜１０１に入射した電磁波の強度を検知することができる。
【０００６】
また、このような電磁波検出器の構成要素（電荷収集電極、蓄積容量、スイッチング素子
）を二次元状にマトリクス配置し、線順次に電荷を読み出していくことで、検出対象であ
る電磁波の二次元情報を得ることが可能となる。ここで、二次元のマトリクスアレイとし
ては、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をスイッチング素子として使用したアクティブマトリ
クスアレイを用いることができる。
【０００７】
図１０（ａ）は、スイッチング素子１０５、蓄積容量１０４、電荷収集電極１０３、およ
びそれらを駆動するための配線（走査線（ゲート配線）１０７、信号線（ソース配線）１
０８等：図７（ｂ）参照）を備えたアクティブマトリクスアレイ１１０と、その上に設け
られた半導体膜１０１と、さらにその上に設けられたバイアス電極１０２によって構成さ
れる電磁波検出器の断面構造（１画素分）を示すものである。図１０（ｂ）は、図１０（
ａ）に示するアクティブマトリクスアレイを上側から見た平面図であり、１画素当たりの
レイアウトを示すものである。
【０００８】
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ところで、上述の電磁波検出器において、電荷収集電極１０３はその上の半導体膜１０１
にて発生した電荷を収集する役割を果たすが、隣接する電荷収集電極１０３同士の間隙に
は電荷がトラップされやすいことが知られている。
【０００９】
ここで、電荷収集電極同士の間隙とは、図１１に示される模式図において矢印の部分を指
す。また、電荷トラップ発生のメカニズムについては、例えば、非特許文献２で説明され
ている。この電荷トラップは、アクティブマトリクス基板１１０と半導体膜１０１の界面
や、半導体膜１０１内の該界面に近接した部分で生じやすいと考えられる。電荷収集電極
１０３間に過剰に電荷がトラップされると、画像を撮像する際に、残像や感度低下などの
悪影響を与える。
【００１０】
このようなトラップ電荷に対しては、該トラップ電荷を発生する半導体膜１０１の領域に
光を照射してトラップ電荷を解消する方法が、例えば特許文献１に開示されている。この
ため、例えば図１２に示すように、アクティブマトリクス基板１１０の裏面に光源１０９
を設置し、アクティブマトリクス基板１１０を介して半導体膜１０１に光を照射すること
で、上述のトラップ電荷を減少させることができる。
【００１１】
【非特許文献１】
S. O. Kasap, J. A. Rowlands, “Direct-Conversion Flat-Panel X-Ray Image Sensors 
for Digital Radiography”, Proceedings of the IEEE, 米国, April, 2002, Vol. 90, 
No. 4, pp.591-604」
【００１２】
【非特許文献２】
W. Zhao, G. DeCrescenzo, J. A. Rowlands, "Investigation of lag and ghosting in a
morphous selenium flat-panel x-ray detectors", Proceedings of SPIE, 米国, May, 2
002, Vol. 4682, pp. 9-20」
【００１３】
【特許文献１】
特開平９－９１５３号公報（公開日１９９７年１月１０日）
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の構成では、隣接する電荷収集電極１０３の間には、図１１に示すように、金属
膜によって形成された信号線１０８や走査線１０７が存在する。尚、電磁波検出器におい
て、上述のように走査線および信号線の各配線と電荷収集電極とが平面的に重畳しない設
計とすることは、各配線のそれぞれにおける時定数（配線抵抗値×配線容量）をできるだ
け小さくし、高い周波数で精度良く電気信号を伝送する能力を得るために有用な構成であ
る。
【００１５】
ところが、隣接する電荷収集電極１０３の間に金属膜によって形成された配線が存在する
構成では、アクティブマトリクス基板１１０の裏面から半導体膜１０１に光を照射し、電
荷トラップを解消する方法を採用する場合に以下のような問題が生じる。すなわち、これ
らの配線が配設された領域については、配線によって照射光が遮られるため、電荷がトラ
ップされている領域に効率良く光を照射することができず、電荷トラップの発生を十分に
抑制できないといった問題がある。
【００１６】
もちろん、信号線１０８や走査線１０７の線幅を狭くすることで、配線によって遮光され
る面積を小さくする方法も考えられるが、これらの配線はそこを流れる電気信号の遅延を
抑え、かつＳ／Ｎの優れた画像信号を検出する必要があることから配線抵抗の低減が求め
られ、線幅を細くするにも限界があった。
【００１７】
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本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、電荷収集電極の
隙間に効率良く光を照射してトラップ電荷を解消することのできるデバイス構造を有した
アクティブマトリクス基板および電磁波検出器を提供することにある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明のアクティブマトリクス基板は、上記の課題を解決するために、基板上に、信号線
、走査線が格子状に配設され、単位格子毎にスイッチング素子と画素電極が形成されたア
クティブマトリクス基板において、上記信号線及び／又は走査線に、開口部が形成されて
いることを特徴としている。
【００１９】
上記アクティブマトリクス基板を用いた電磁波検出器では、該アクティブマトリクス基板
上に半導体膜およびバイアス電極が形成される。このような電磁波検出器において、アク
ティブマトリクス基板における画素電極はその上の半導体膜にて発生した電荷を収集する
役割を果たすが、隣接する画素電極同士の間隙には電荷がトラップされやすい。
【００２０】
そして、上記アクティブマトリクス基板を用いた電磁波検出器では、このトラップ電荷の
発生を解消するために、アクティブマトリクス基板の裏面に光源を設置し、該アクティブ
マトリクス基板を介して半導体膜に光を照射する構成を取ることが前提とされる。
【００２１】
このような前提のもと、上記の構成によれば、光源から発せられた光は、信号線や走査線
の配線に設けられた開口部を通過する。そして、上記開口部を通過する光の回折により、
配線に対して光の照射側と反対側にも光を回り込ませることができる。
【００２２】
これにより、配線に開口部を持たない従来構成に比べ、実質的な配線幅が同じであっても
、配線の裏側にある半導体膜に効率よく光を照射することができ、配線抵抗を上げること
なく、電荷がトラップされている場所に効率良く光を照射することができる。
【００２３】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記開口部は、上記信号線及び／又は
上記走査線の延伸方向に沿って設けられたスリットである構成とすることができる。
【００２４】
上記の構成によれば、格子状に形成された画素電極同士の間隙に効率良く光を照射するこ
とができる。
【００２５】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記信号線及び／又は上記走査線は、
上記信号線と上記走査線との交差部において線幅が細くなるように形成されている構成と
することができる。
【００２６】
上記の構成によれば、信号線と走査線との交差部の面積が小さくなり、信号線と走査線と
の配線容量（主に交差部に発生する寄生容量）を低減することができる。これにより、配
線の時定数を小さくすることができ、Ｓ／Ｎの優れた電磁波検出器を実現できる。
【００２７】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記信号線及び／又は走査線と上記画
素電極との間には、層間絶縁膜が介在している構成とすることができる。
【００２８】
上記の構成によれば、光源から発せられた光は、配線の内部の開口部を通過した後、層間
絶縁膜の内部を通過する間に、回折によって信号線や走査線の裏側により光が回り込み易
くなるといった効果をもたらす。これにより、電荷がトラップされている場所にさらに効
率良く光を照射することができる。
【００２９】
また、本発明の電磁波検出器は、上記の課題を解決するために、上記アクティブマトリク
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ス基板と、上記アクティブマトリクス基板の上面に形成された半導体膜と、上記半導体膜
の上面に形成されたバイアス電極とを備えており、上記アクティブマトリクス基板の上記
半導体膜が形成された面とは反対の面側に、上記アクティブマトリクス基板を照射し得る
光源を備えている構成である。
【００３０】
上記の構成によれば、アクティブマトリクス基板において配線に開口部を持たない従来構
成に比べ、実質的な配線幅が同じであっても、配線の裏側にある半導体膜に効率よく光を
照射することができ、配線抵抗を上げることなく、電荷がトラップされている場所に効率
良く光を照射することができる。
【００３１】
また、上記電磁波検出器においては、上記アクティブマトリクス基板と上記光源との間に
、上記光源からの照射光を拡散光に変換する拡散手段を備えている構成とすることができ
る。
【００３２】
上記の構成によれば、光源から発せられた光がアクティブマトリクス基板への入射前に拡
散手段によって拡散され、斜め方向への入射光が生成される。これにより、信号線や走査
線の上部に光が回り込み易いといった効果をもたらし、半導体膜において電荷がトラップ
されている場所にさらに効率良く光を照射することができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について図１ないし図８に基づいて説明すれば、以下の通りである
。尚、以下の説明においては、検出される画像の１画素分に相当する電磁波検出素子を複
数備えており、それが２次元に配列されたものを電磁波検出器とする。
【００３４】
図１（ａ）は、上記電磁波検出器の１画素単位の構造を示す断面図、図１（ｂ）はその平
面図である。図１（ａ）および（ｂ）に示す１画素のサイズは、０．１ｍｍ×０．１ｍｍ
～０．３ｍｍ×０．３ｍｍ程度であり、電磁波検出器全体としてはこの画素（電磁波検出
器）がＸＹマトリクス状に５００×５００～３０００×３０００画素程度配列されたもの
が一般的である。サイズとしては、Ｘ線の胸部撮影を想定すると、１７”×１７”程度の
ものが要求される。
【００３５】
図１（ａ）および（ｂ）に示すように、上記電磁波検出器は、アクティブマトリクス基板
１上に、電磁波導電性を有する半導体膜２、および図示しない電源に接続されたバイアス
電極（共通電極）３が順次形成されている。半導体膜２は、Ｘ線などの電磁波が照射され
ることにより、内部に電荷（電子－正孔）を発生するものである。つまり、半導体膜２は
電磁波導電性を有し、Ｘ線などの電磁波画像情報を電荷情報に変換するためのものである
。
【００３６】
また、半導体膜２は、例えば、セレンを主成分とする（５０％以上の含有率を有する）非
晶質のａ－Ｓｅ（アモルファスセレン）からなる。この他に、ＣｄＴｅ、ＣｄＺｎＴｅ、
ＰｂＩ2、ＨｇＩ2、ＧａＡｓ、Ｓｉなどを半導体膜２として使用することもできる。
【００３７】
以下に、アクティブマトリクス基板１について詳しく説明する。アクティブマトリクス基
板１は、ガラス基板１１、走査線（ゲート電極）１２、蓄積容量線（蓄積容量電極）１３
、ゲート絶縁膜１４、接続電極１５、チャネル層１６、コンタクト層１７、信号線（ソー
ス電極）１８、絶縁保護膜１９、層間絶縁膜２０、画素電極（電荷収集電極）２１とを有
している。アクティブマトリクス基板１では、ガラス基板１１上に信号線１８および走査
線１２が格子状に配設され、その単位格子毎にスイッチング素子であるＴＦＴ（Thin Fil
m Transistor）４と画素電極２１とが形成されている。
【００３８】
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また、アクティブマトリクス基板１においては、走査線１２、ゲート絶縁膜１４、信号線
１８、接続電極１５、チャネル層１６、およびコンタクト層１７等によりＴＦＴ４が構成
されており、蓄積容量線１３、ゲート絶縁膜１４、接続電極１５等により蓄積容量（Ｃｓ
）５が構成されている。
【００３９】
尚、ここでは、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、走査線１２のうちＴＦＴ４を構成する
部分をゲート電極１２ａ、信号線１８のうちＴＦＴ４を構成する部分をソース電極１８ａ
、蓄積容量線１３のうち蓄積容量５を構成する部分を蓄積容量電極１３ａと呼ぶこととす
る。
【００４０】
また、本実施の形態１では、ゲート電極１２ａ、ソース電極１８ａ、蓄積容量電極１３ａ
が、それぞれ走査線１２、信号線１８、蓄積容量線１３の一部を兼用して構成される構成
を例示しているが、ゲート電極１２ａ、ソース電極１８ａ、蓄積容量電極１３ａを、それ
ぞれ走査線１２、信号線１８、蓄積容量線１３とは別に構成しても構わない。
【００４１】
ガラス基板１１は支持基板であり、ガラス基板１１としては、例えば、無アルカリガラス
基板（例えば、コーニング社製＃１７３７等）を用いることができる。走査線１２および
信号線１８は、格子状に配列された電気配線（金属配線）であり、その各交点にはＴＦＴ
４が形成されている。
【００４２】
ＴＦＴ４はスイッチング素子であり、そのソースおよびドレインのそれぞれは、信号線１
８および接続電極１５に接続されている。つまり、信号線１８は、信号線としての直線部
分と、ＴＦＴ４を構成するための延長部分（すなわち、ソース電極１８ａ）とを備えてお
り、接続電極１５は、ＴＦＴ４のドレイン電極を構成しながらＴＦＴ４と蓄積容量５とを
つなぐように設けられている。
【００４３】
ゲート絶縁膜１４には、ＳｉＮxやＳｉＯx等が使用可能である。ゲート絶縁膜１４は、ゲ
ート電極１２ａおよび蓄積容量電極１３ａを覆うように設けられており、ゲート電極１２
ａ上に位置する部位がＴＦＴ４におけるゲート絶縁膜として作用し、蓄積容量電極１３ａ
上に位置する部位は蓄積容量５における誘電体層として作用する。つまり、蓄積容量５は
、ゲート電極２と同一層に形成された蓄積容量電極１３ａと接続電極１５との重畳領域に
よって形成されている。尚、ゲート絶縁膜１４としては、ＳｉＮxやＳｉＯxに限らず、ゲ
ート電極１４ａおよび蓄積容量電極１３ａを陽極酸化した陽極酸化膜を併用することもで
きる。
【００４４】
また、チャネル層（ｉ層）１６はＴＦＴ４のチャネル部であり、ソース電極１８ａと接続
電極１５とを結ぶ電流の通路となる。コンタクト層（ｎ+層）１７は、チャネル層１６と
ソース電極１８ａとのコンタクト、およびチャネル層１６と接続電極１５とのコンタクト
を図る。
【００４５】
絶縁保護膜１９は、信号線１８および接続電極１５上、つまり、ガラス基板１１上に、ほ
ぼ全面（ほぼ全領域）にわたって形成されている。これにより、接続電極１５とソース電
極１８ａとを保護すると共に、これらの電極の電気的な絶縁分離を図っている。また、絶
縁保護膜１９は、その所定位置、つまり、接続電極１５において蓄積容量５を介して蓄積
容量電極１３ａと対向している部分上に位置する部位に、コンタクトホール２２を有して
いる。
【００４６】
絶縁保護膜１９の上方には、層間絶縁膜２０が設けられている。層間絶縁膜２０は１～５
μｍの厚みを有する透光性の樹脂からなり、ＴＦＴ４の平坦化を図っている。層間絶縁膜
２０の上層、すなわちアクティブマトリクス基板１の最上層には、ＩＴＯやＡｌなどの導
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電膜からなる画素電極２１が設けられている。層間絶縁膜２０においても、絶縁保護膜１
９と同一箇所にコンタクトホール２２が貫通しており、画素電極２１は該コンタクトホー
ル２２を介して接続電極１５に接続されている。
【００４７】
さらに、画素電極２１上には、半導体膜２とバイアス電極３とがアクティブマトリクス基
板１の略全面を覆うように形成されている。尚、半導体膜２の上層および／又は下層には
、電荷ブロッキング層や緩衝層を設ける場合もあるが、本実施の形態１に係る電磁波検出
器ではこれらの層を含めて半導体膜２と定義する。電荷ブロッキング層や緩衝層の例とし
ては、ＡｓやＴｅを含有したＳｅ層、ハロゲンやアルカリ金属等を微量ドープしたＳｅ層
、もしくはＳｂ2Ｓ3、ＣｅＯ2、ＣｄＳ等の高抵抗半導体層等が挙げられる。
【００４８】
バイアス電極３と蓄積容量電極１３ａとの間には、半導体膜２に対して電圧が印加できる
ように、図示しない電源が接続されている。これにより、蓄積容量５を介してバイアス電
極３と画素電極２１との間に電界を発生させることができる。このとき、半導体膜２と蓄
積容量５とは、電気的に直列に接続された構造になっているので、バイアス電極３にバイ
アス電圧を印加した状態で、Ｘ線等の電磁波の吸収によって半導体膜２内に電荷（電子－
正孔対）が生成すると、生成した電子は＋電極側に、正孔は－電極側に移動する。その結
果、蓄積容量５に電荷が蓄積される。
【００４９】
電磁波検出器全体において画素電極２１は１次元または２次元に複数配列されていると共
に、該電磁波検出器は、画素電極２１に個別に接続された蓄積容量５と蓄積容量５に個別
に接続されたＴＦＴ４とを複数備えている。これにより、１次元または２次元の電磁波情
報を一旦蓄積容量５に蓄積し、ＴＦＴ４を順次走査していくことで、１次元または２次元
の電荷情報を簡単に読み出すことができる。尚、上記電荷情報を読み出すために、各信号
線１８の端部には電荷検出アンプが接続されている（図９参照）。
【００５０】
以上、本実施の形態に係る電磁波検出器の基本的な構造について説明してきたが、続いて
上記電磁波検出器の特徴点について説明する。
【００５１】
本実施の形態に係る電磁波検出器では、特に、信号線１８および走査線１２の形状にその
特徴を有するものである。例えば、上記電磁波検出器で用いる信号線１８は、図１（ｂ）
に示すように、配線の略中央部に該配線の延設方向に沿った開口部１８１が設けられてい
る。例えば、１３μｍの線幅の信号線に対して、３μｍの幅を有する開口部１８１がスリ
ット状に設けられている。この開口部１８１は、信号線１８をパターニングする際に同時
に形成されるもので、そこから光が透過できるようになっている。
【００５２】
さらに、上記電磁波検出器は、アクティブマトリクス基板１の裏面側（すなわち、アクテ
ィブマトリクス基板１に対する画素電極２１の形成側と反対側）に光源（例えばＬＥＤ（
Light Emitting Diode）などから構成される平面光源）を備えている。これは、従来技術
の記載でも述べたように、アクティブマトリクス基板１の裏面側から光を照射し、その光
を半導体膜２に当てることで、画素電極２１間の半導体膜２において発生するトラップ電
荷を放出させ、電磁波検出器の特性を安定させるためである（Ｌａｇ（残像）や感度低下
といった問題を抑制する）。
【００５３】
ここで、従来の構成では、画素電極間の隙間に光を照射するにあたって、画素電極間に配
設される配線によって光が遮られ、上記隙間の半導体膜に効率よく光を照射できないとい
った問題があった。これに対し、本実施の形態に係る電磁波検出器の構成では、図１（ｂ
）に示すように、信号線１８にスリット状の開口部１８１が設けられているので、信号線
１８上の半導体膜２における電荷トラップ領域にも効率良く光を照射させることができる
。したがって、本願の電磁波検出器では、Ｌａｇ（残像）や感度低下といった問題を実用
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上問題の無いレベルまで抑えることが可能になる。
【００５４】
尚、アクティブマトリクス基板１では、信号線１８と半導体膜２との間に、透光性を有す
る層間絶縁膜２０が介在する構成をとっている。ここでは、層間絶縁膜２０は１～５μｍ
の厚みを有するものとする。この構成では、アクティブマトリクス基板１の裏面から照射
された光が層間絶縁膜２０の内部を通過する際の光の回折によって、信号線１８の上部に
光が回り込み易いといった効果も得られる。このため、本実施の形態に係る電磁波検出器
では、信号線１８と半導体膜２との間に、層間絶縁膜２０を備えた構成が好ましいといえ
る。
【００５５】
但し、層間絶縁膜２０を備えず信号線１８と半導体膜２とが保護絶縁膜１９のみを介して
近接している場合であっても、半導体膜２に入射した光はその内部で回折を生じる。また
、半導体膜２内で生じるトラップ電荷は、アクティブマトリクス基板１と半導体膜２との
界面以外に、半導体膜２内の該界面に近接した部分でも生じると考えられる。したがって
、本願発明は、層間絶縁膜２０を備えないアクティブマトリクス基板１への適用を否定す
るものではない。
【００５６】
また、層間絶縁膜２０の厚みとしては、該厚みが１μｍ未満の場合は光の回折効果が急激
に悪くなるために有用でなく、５μｍより厚い場合は厚みの制御（均一性）が困難になる
、或いはコンタクトホールの形成が困難になるといったプロセス的な問題が生じるため好
ましくない。
【００５７】
また、層間絶縁膜が介在することによる光の回折効果については、図３（ａ）に示すよう
に、配線に開口部が形成されていない従来の構成においても相応の効果をもたらす。但し
、本実施の形態に係る電磁波検出器は、信号線１８に開口部１８１を設けることによって
、図３（ｂ）に示すように、回折光による半導体膜２への光の照射領域を広げており、こ
れによって、実質的な配線幅を細くすることなく（すなわち、配線抵抗を増加させること
なく）画素電極２１の隙間に効率良く光を照射することができるものである。
【００５８】
以上の説明においては、信号線１８において開口部１８１を設けた場合の構成について例
示している。しかしながら、走査線１２においても開口部を設けることで信号線１８の場
合と同様の効果が得られる。図４は、信号線１８に加えて走査線１２にも開口部１２１を
設けた例を示す。これによって、縦方向および横方向の画素間電荷トラップを解消するこ
とが可能になる。
【００５９】
また、上記電磁波検出器においては、信号線１８および走査線１２のどちらか一方にのみ
開口部を設ける構造であっても良い。但し、走査線１２と信号線１８との線幅が大きく異
なる場合、太い線幅を有する配線の方に優先的に開口部を設けることが好ましい。
【００６０】
また、信号線１８や走査線１２が、金属膜だけでなく、金属膜と透明導電膜の積層膜（例
えばＴａとＩＴＯの積層膜）から形成される場合には、金属膜と透明導電膜の両者に開口
部を設けても良いし、金属膜にのみ開口部を設ける構成としても良い。また、上記の各例
では、信号線１８と走査線１２との交差部には開口部を設けない図を示したが、該交差部
にも開口部を延設させてもよい。
【００６１】
さらに、上述のように配線に開口部を設ける構成のアクティブマトリクス基板において、
以下の変形例をとり得ることが可能である。
【００６２】
図５は、信号線１８にスリット状の開口部１８１を設けつつ、信号線１８と走査線１２の
交差部において、信号線１８の線幅を狭くする構成をとっている。これによって、信号線
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１８と走査線１２との交差部の面積が小さくなり、信号線１８と走査線１２との間の配線
容量（主に交差部に発生する寄生容量）を低減することができる。これにより、配線の時
定数を小さくすることができるとともに、Ｓ／Ｎの優れた電磁波検出器を実現できる。尚
、信号線１８から読み出される信号の雑音のゲインは、Ｃｄ／Ｃｆ（Ｃｄ：信号線の配線
容量、Ｃｆ：電荷検出アンプのフィードバック容量）で表されるため、信号線の配線容量
は、読出し信号のＳ／Ｎに直接作用する。
【００６３】
図６は、図５の構成に加えて、走査線１２にもスリット状の開口部１２１を設けつつ、信
号線１８と走査線１２の交差部において、走査線１２の線幅をも狭くする構成を示す。こ
れによって、縦方向と横方向の画素間電荷トラップを解消し、かつ、信号線１８と走査線
１２との交差部の面積が小さくなり、信号線１８や走査線１２の配線容量を低減すること
ができる。
【００６４】
さらに、図７では、図６の構成において信号線１８や走査線１２に形成する開口部を、複
数の開口部から構成した例を示している。このように、配線上の領域における半導体膜に
対しての光照射効率を向上させるものであれば、開口部の大きさ、形状、配置間隔等は、
特に限定されるものではない。
【００６５】
また、本実施の形態に係る電磁波検出器では、光の回折を利用することで、配線に対して
光の照射側と反対側に光を効率よく回り込ませ、半導体膜２への光照射効率を向上させて
いる。このような光の回り込み効果をより向上させるために、図８に示すように、アクテ
ィブマトリクス基板１とその背後に設置された光源６との間に拡散板７を設ける構成とす
ることができる。
【００６６】
このように、拡散板７を配置することによって、アクティブマトリクス基板１に照射され
る光において、基板の法線方向に対し斜め方向に入射する光が増加する。そして、斜め方
向に入射する光の増加と光の回折との相乗効果により、配線に対して光の照射側と反対側
に光を効率よく回り込ませることができる。また、アクティブマトリクス基板１に照射さ
れる光を拡散光とすることで光強度の面内分布を均一にすることができる。尚、図８に示
す構成において、拡散板７と光源６とが一体形成されていてもよい。
【００６７】
【発明の効果】
本発明のアクティブマトリクス基板は、以上のように、上記信号線及び／又は走査線に、
開口部が形成されている構成である。
【００６８】
それゆえ、上記アクティブマトリクス基板を用いた電磁波検出器では、アクティブマトリ
クス基板の裏面に光源を設置する前提のもと、光源から発せられた光は、信号線や走査線
の配線に設けられた開口部を通過する。そして、上記開口部を通過する光の回折により、
配線に対して光の照射側と反対側にも光を回り込ませることができ、配線抵抗を上げるこ
となく、電荷がトラップされている場所に効率良く光を照射することができるという効果
を奏する。
【００６９】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記開口部は、上記信号線及び／又は
上記走査線の延伸方向に沿って設けられたスリットである構成とすることができる。
【００７０】
それゆえ、格子状に形成された画素電極同士の間隙に効率良く光を照射することができる
という効果を奏する。
【００７１】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記信号線及び／又は上記走査線は、
上記信号線と上記走査線との交差部において線幅が細くなるように形成されている構成と
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することができる。
【００７２】
それゆえ、信号線と走査線との交差部の面積が小さくなり、信号線と走査線との配線容量
（主に交差部に発生する寄生容量）を低減することができ、Ｓ／Ｎの優れた電磁波検出器
を実現できるという効果を奏する。
【００７３】
また、上記アクティブマトリクス基板においては、上記信号線及び／又は走査線と上記画
素電極との間には、層間絶縁膜が介在している構成とすることができる。
【００７４】
それゆえ、光源から発せられた光は、配線の内部の開口部を通過した後、層間絶縁膜の内
部を通過する間に、回折によって信号線や走査線の裏側により光が回り込み易くなり、電
荷がトラップされている場所にさらに効率良く光を照射することができるという効果を奏
する。
【００７５】
また、本発明の電磁波検出器は、以上のように、上記アクティブマトリクス基板と、上記
アクティブマトリクス基板の上面に形成された半導体膜と、上記半導体膜の上面に形成さ
れたバイアス電極とを備えており、上記アクティブマトリクス基板の上記半導体膜が形成
された面とは反対の面側に、上記アクティブマトリクス基板を照射し得る光源を備えてい
る構成である。
【００７６】
それゆえ、アクティブマトリクス基板において配線に開口部を持たない従来構成に比べ、
実質的な配線幅が同じであっても、配線の裏側にある半導体膜に効率よく光を照射するこ
とができ、配線抵抗を上げることなく、電荷がトラップされている場所に効率良く光を照
射することができるという効果を奏する。
【００７７】
また、上記電磁波検出器においては、上記アクティブマトリクス基板と上記光源との間に
、上記光源からの照射光を拡散光に変換する拡散手段を備えている構成とすることができ
る。
【００７８】
それゆえ、光源から発せられた光がアクティブマトリクス基板への入射前に拡散手段によ
って拡散され、斜め方向への入射光が生成される。これにより、信号線や走査線の上部に
光が回り込み易くなり、半導体膜において電荷がトラップされている場所にさらに効率良
く光を照射することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示すものであり、図１（ａ）は電磁波検出器の１画素単位
の構造を示す断面図、図１（ｂ）はその平面図である。
【図２】図２（ａ）は走査線とゲート電極との形状を示す平面図、図２（ｂ）は信号線と
ソース電極との形状を示す平面図、図２（ｃ）は電荷容量線と電荷容量電極との形状を示
す平面図である。
【図３】図３（ａ）は従来のアクティブマトリクス基板の構造における半導体膜への光照
射領域を示す図であり、図３（ｂ）は本発明のアクティブマトリクス基板の構造における
半導体膜への光照射領域を示す図である。
【図４】本発明の他の実施形態を示すものであり、電磁波検出器の１画素単位の構造を示
す平面図である。
【図５】本発明のさらに他の実施形態を示すものであり、電磁波検出器の１画素単位の構
造を示す平面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態を示すものであり、電磁波検出器の１画素単位の構
造を示す平面図である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態を示すものであり、電磁波検出器の１画素単位の構
造を示す平面図である。
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【図８】本発明のさらに他の実施形態を示すものであり、光源とアクティブマトリクス基
板との間に拡散板を設けた電磁波検出器の構造を示す断面図である。
【図９】電磁波検出器の検出原理を示す図である。
【図１０】従来の電磁波検出器を示すものであり、図１０（ａ）は電磁波検出器の１画素
単位の構造を示す断面図、図１０（ｂ）はその平面図である。
【図１１】電磁波検出器において、隣接する画素収集電極間における間隙を示す平面図で
ある。
【図１２】従来の電磁波検出器において、アクティブマトリクス基板の裏面に光源を配置
する場合の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　アクティブマトリクス基板
２　　　　　　半導体膜
３　　　　　　バイアス電極
４　　　　　　ＴＦＴ（スイッチング素子）
５　　　　　　蓄積容量
６　　　　　　光源
７　　　　　　拡散板（拡散手段）
１１　　　　　　ガラス基板（基板）
１２　　　　　　走査線
１８　　　　　　信号線
２０　　　　　　層間絶縁膜
２１　　　　　　画素電極
１２１・１８１　開口部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１２】
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